
ベビーシッターの利用促進等・負担軽減に向けた進め方（イメージ）

現在 夏頃R8.4 冬頃 R9以降

育児・子供の不登校等が原因となる離職を減らすため、家事支援サービスやベビーシッターの利用促進に取り組む。関係省庁が一体となって、事業者・団
体との連携の下、それらのサービスの普及広報や実態・ニーズの調査を行うとともに、2026年夏を目途として、サービスの品質・信頼性の向上や人材の育
成・確保に向けたリ・スキリングや関連する公的資格の在り方、利用拡大に向けた税制措置を含む支援策等について、総合的に検討を行う。
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保育士、看護師の資格保有者及び都道府県知事
等が行う保育に従事する者に関する研修を修了
した者による安全で質の高いサービスの利用に
対して税制措置等を講ずることを目指す

調査研究の
詳細検討

プラットフォーム構築

税制改正
要望等

令和８年度与党税制改正大綱
において、関連するサービスの
実態・ニーズの調査等を行うと
ともに、本年夏を目途に、利用
拡大に向けた税制措置を含む
支援策等について、総合的に検
討を行うこととされた

「強い経済」を実現する総合経済対策（令和７年11月21日閣議決定）
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受講者数の増加
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